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論文の内容の要旨

(目的)

本論文の自的は、ケイパピリテイ・アプローチからの人間開発と共生という国際教育開発の「正当化j根

拠を理論的に検討し、理論の側からの正当化のあり方を明らかにすることである口

(対象と方法)

本論文では、人間開発を支えるケイパピリテイ・アプローチと共生を検討対象として取り上げている。い

ずれも、既存の政策や制度への対抗の位置から提出されてきた経緯を有し、くし Eま・ここ〉の政策と制度及

びそれを支える理論と思想に対し正当化のしなおしを迫るとともに、それとは異なる自らの理論と思想及び

それに支えられた政策と制度の正当化を試みてきた。しかし 1990年代に入り、ともに国際教育開発の実務

へと取り入れられるようになった。この対抗の位置から中心の位置へと遷移したという位置変容に伴って、

国際教育開発の正当化根拠としての意味変容がもたらされたことを文献研究により理論的に検討している。

(結果)

ケイパピリティは、現前していない複数の選択肢すなわちくまだーなしの機能群から、どれかを選択し、

それをくし Eま・ここ〉に現前させる能力であり、ケイパビリテイ・アプローチはそうした能力を開発しよう

とするものである。対抗の位置から中心の位置へと遷移したケイパビリテイ・アプローチは、現今の国際教

育開発を正当化で、はなく、これを説明してしまうものとなったため、もはや国際教育開発を理論の側から正

当化するための根拠としては通用しないと結論づけたむまた、共生についても、これを過程として位置付け、

目的ではないとする理論構成は、現今の国際教育開発の実務の状況を説明するものとなっていることを明ら

かにした。共生におけるこうした理論構成において、本論文では「目的jと「目標jとは概念的に区別する

ことができ、共生は目標でないが目的ではあり、それゆえに共生を過程としてのみ定めることは必ずしもで

きないと論じている。

(考察)

ケイパピリティ・アプローチ、共生ともに、なお国際教育開発の正当化根拠たりえようとするならば、ヶ

イパビリテイの原点に立ち戻ることが求められるとの考察を加えているc ケイパピリティ・アプローチは、
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現今の国際教育開発を内側から組み替える契機を含んでいるつケイパピリテイ・アプローチが理論的な正当

化根拠としてありうるためには、この点を認識しなおすことが必要となる。共生についても、その原意を「自

己と他者との等価関係を生成しようとする過程Jととらえ、それが「自己と他者との等価関係を生成しよう

とするJという目的を内在させるものであると指摘している。この原意は、共生の過程で達成可能もしくは

認識可能な目標へと翻訳されるが、この目標は常に目的からずれる。共生を無傷のままに表現する目標は存

在しえな¥，'0それゆえ、どの目標も、その自擦以外の目標がありうることあるいはありえたことを常に示す。

共生とし寸理論と思想は、共生という語を用いた発話それ自体を相対化する契機を有しているということで

あるとしている。そして、中心に位霞変容したケイパビリテイ・アプローチや共生論に裏付けられていると

される国際教育開発の実務、政策及び制度は、 (Pま・ここ〉にそのように現前している国際教育開発のあ

りかたを自ら内側から相対化し、現時点では存在しないが別様にもありえた国際教育開発を浮上させること

になると指摘し、それは現前した国際教育開発のありかたに対し、自らの正当化のしなおしを迫ることをも

意味するとしている。

審査の結果の要旨

著者は、主題に関連する文献や資料を幅広くかっ深く渉猟して検討するとともに、国際教育開発関連研究

において求められている理論研究に挑戦的に取り組んできた。そこに研究の独自性が認められる。国際教育

開発の正当化根拠たりえる条件についての言及にとどまらず、国際教育開発の正当化根拠たりえる言説につ

いてのさらなる研究が求められる。

平成 24年 2月3日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明を求め、

関連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と判定した。

よって、著者は博士(教育学)の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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